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3ɽ区分建物ͷ表題登記 3ɽ区分建物ͷ表題登記

問題 1
■■■■■■
H17-5-オ

ෑ地ݖͷͳ͍۠෼ݐ෺Ͱ͋ͬͯ΋ɺͦͷද୊ొهͷਃ੥͸ɺ౰֘۠
෼ݐ෺͕ଐ͢Δ一౩ͷݐ෺ʹଐ͢Δଞͷ۠෼ݐ෺ͷද୊ొهͷਃ੥ͱ
ซͤͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ

解答1　〇〇 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物に
ついての表୊登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分
建物についての表୊登記の申請と併せてしなければならない（法 48 条１項）。
これはෑ地権の有無に関わらない。

問題2
■■■■■■
H22-15-ア

۠෼ݐ෺ͷද୊ొهͷਃ੥Λ͢Δ৔߹ʹ͓͍ͯɺ౰֘۠෼ݐ෺͕ଐ
͢Δ一౩ͷݐ෺ʹଐ͞ͳ͍۠෼ݐ෺Λෟଐݐ෺ͱ͢Δͱ͖͸ɺ౰֘ෟ
ଐݐ෺ͱ͢Δ۠෼ݐ෺͕ଐ͢Δ一౩ͷݐ෺ʹଐ͢Δଞͷ۠෼ݐ෺ͷද
୊ొهͷਃ੥Λซͤͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ

解答2　〇〇 区分建物の表୊登記の一ׅ申請義務は、区分建物が他の建物のෟ属建物
となる場合であっても同様に適用される。例えば、甲Ϛンγϣンに属する
Ａ区分建物の表୊登記において、乙Ϛンγϣンに属するＢ区分建物をその
ෟ属建物とするときは、甲Ϛンγϣンに属する区分建物と、乙Ϛンγϣン
に属する区分建物の全てについて、表୊登記を一ׅ申請しなければならな
い。

問題3
■■■■■■
H20-14-ウ

۠෼ݐ෺ͷද୊ొه͸ɺ一౩ͷݐ෺ʹଐ͢Δ͢΂ͯͷ۠෼ݐ෺ʹͭ
͍ͯ一ͷਃ੥৘ใʹΑΓਃ੥͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ

解答3　×× 区分建物の表୊登記は、新築後１月以内に、その一棟の建物に属する他
の区分建物についての表୊登記の申請と併せてしなければならない（法 48
条１項）。この一ׅ申請の方法は、区分建物の全部につき、同一の申請情ใ
で申請することが原則であるが、各別の申請情ใによって申請しても差し
支えない（昭 58.11.10 民三 6400 号通達）。

問題4
■■■■■■
H23-19-イ

ද୊ొ͕هͳ͍ݐ෺ʹ઀ଓͯ۠͠෼ݐ෺͕৽ங͞Εͯ一౩ͷݐ෺ͱ
ͳͬͨ৔߹ʹ͸ɺ౰֘۠෼ݐ෺ͷॴ༗ऀ͕ɺଞͷ۠෼ݐ෺ͷॴ༗ऀʹ
୅Θͬͯɺ౰֘ଞͷ۠෼ݐ෺ʹ͍ͭͯͷද୊ొهΛਃ੥͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ

解答4　〇〇 表୊登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となっ
た場合には、区分建物の表୊登記を一ׅ申請しなければならない（法 48 条
１項）。この場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有
者に代わって、当該他の区分建物についての表୊登記を申請することがで
きる（法 48 条２項）。
POINT

この場合の代位原因は、「不動産登記法第 48 条第２項」となる。

問題5
■■■■■■
H28-16-エ

ද୊ొ͕هͳ͍۠෼ݐ෺ͷॲ෼ͷ੍ݶͷొهͷ৤ୗ͸ɺ౰֘۠෼ݐ
෺͕ଐ͢Δ͜ͱͱͳͬͨ一౩ͷݐ෺ʹଐ͢Δଞͷ۠෼ݐ෺ʹ͍ͭͯͷ
ද୊ొهͷ৤ୗͱซͤͯ͢Δ͜ͱΛཁ͠ͳ͍ɻ

解答5　〇〇 未登記の区分建物について、差押え、Ծ差押え又は処分禁止のԾ処分の
登記の৤託があったときは、登記官は職権により当該建物の表୊部を設け
るが（法 76 条３項）、これは同一の一棟の建物に属する他の区分建物の表୊
登記と一ׅしてする必要はない（昭 58.11.10 民三 6400 号通達）。
POINT

他の区分建物の表୊登記については、原則通り一ׅ申請をする必要が
ある。

問題6
■■■■■■
R4-13-オ

̖͕۠෼ݐ෺Ͱ͋Δݐߕ෺Λ৽ஙͨ͠ޙɺ̖͕̗ʹݐߕ෺Λച٫͠
ͨ৔߹ʹ͸ɺݐߕ෺ͷද୊ొهͷਃ੥͸ɺ̖ٴͼ̗͕ڞಉͯ͠͠ͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ɻ

解答6　×× 区分建物の表୊登記は、原始取得者のみが申請義務を負っている（法 47
条１項）。したがって、Ａのみが申請適格者である。
POINT

Ａを表୊部所有者とする表୊登記が完了した後、Ｂは、直接自己を所
有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をすることができる（法 74
条２項）。
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3ɽ区分建物ͷ表題登記 3ɽ区分建物ͷ表題登記

問題 1
■■■■■■
H17-5-オ

ෑ地ݖͷͳ͍۠෼ݐ෺Ͱ͋ͬͯ΋ɺͦͷද୊ొهͷਃ੥͸ɺ౰֘۠
෼ݐ෺͕ଐ͢Δ一౩ͷݐ෺ʹଐ͢Δଞͷ۠෼ݐ෺ͷද୊ొهͷਃ੥ͱ
ซͤͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ

解答1　〇〇 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物に
ついての表୊登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分
建物についての表୊登記の申請と併せてしなければならない（法 48 条１項）。
これはෑ地権の有無に関わらない。

問題2
■■■■■■
H22-15-ア

۠෼ݐ෺ͷද୊ొهͷਃ੥Λ͢Δ৔߹ʹ͓͍ͯɺ౰֘۠෼ݐ෺͕ଐ
͢Δ一౩ͷݐ෺ʹଐ͞ͳ͍۠෼ݐ෺Λෟଐݐ෺ͱ͢Δͱ͖͸ɺ౰֘ෟ
ଐݐ෺ͱ͢Δ۠෼ݐ෺͕ଐ͢Δ一౩ͷݐ෺ʹଐ͢Δଞͷ۠෼ݐ෺ͷද
୊ొهͷਃ੥Λซͤͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ

解答2　〇〇 区分建物の表୊登記の一ׅ申請義務は、区分建物が他の建物のෟ属建物
となる場合であっても同様に適用される。例えば、甲Ϛンγϣンに属する
Ａ区分建物の表୊登記において、乙Ϛンγϣンに属するＢ区分建物をその
ෟ属建物とするときは、甲Ϛンγϣンに属する区分建物と、乙Ϛンγϣン
に属する区分建物の全てについて、表୊登記を一ׅ申請しなければならな
い。

問題3
■■■■■■
H20-14-ウ

۠෼ݐ෺ͷද୊ొه͸ɺ一౩ͷݐ෺ʹଐ͢Δ͢΂ͯͷ۠෼ݐ෺ʹͭ
͍ͯ一ͷਃ੥৘ใʹΑΓਃ੥͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ

解答3　×× 区分建物の表୊登記は、新築後１月以内に、その一棟の建物に属する他
の区分建物についての表୊登記の申請と併せてしなければならない（法 48
条１項）。この一ׅ申請の方法は、区分建物の全部につき、同一の申請情ใ
で申請することが原則であるが、各別の申請情ใによって申請しても差し
支えない（昭 58.11.10 民三 6400 号通達）。

問題4
■■■■■■
H23-19-イ

ද୊ొ͕هͳ͍ݐ෺ʹ઀ଓͯ۠͠෼ݐ෺͕৽ங͞Εͯ一౩ͷݐ෺ͱ
ͳͬͨ৔߹ʹ͸ɺ౰֘۠෼ݐ෺ͷॴ༗ऀ͕ɺଞͷ۠෼ݐ෺ͷॴ༗ऀʹ
୅Θͬͯɺ౰֘ଞͷ۠෼ݐ෺ʹ͍ͭͯͷද୊ొهΛਃ੥͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ

解答4　〇〇 表୊登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となっ
た場合には、区分建物の表୊登記を一ׅ申請しなければならない（法 48 条
１項）。この場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有
者に代わって、当該他の区分建物についての表୊登記を申請することがで
きる（法 48 条２項）。
POINT

この場合の代位原因は、「不動産登記法第 48 条第２項」となる。

問題5
■■■■■■
H28-16-エ

ද୊ొ͕هͳ͍۠෼ݐ෺ͷॲ෼ͷ੍ݶͷొهͷ৤ୗ͸ɺ౰֘۠෼ݐ
෺͕ଐ͢Δ͜ͱͱͳͬͨ一౩ͷݐ෺ʹଐ͢Δଞͷ۠෼ݐ෺ʹ͍ͭͯͷ
ද୊ొهͷ৤ୗͱซͤͯ͢Δ͜ͱΛཁ͠ͳ͍ɻ

解答5　〇〇 未登記の区分建物について、差押え、Ծ差押え又は処分禁止のԾ処分の
登記の৤託があったときは、登記官は職権により当該建物の表୊部を設け
るが（法 76 条３項）、これは同一の一棟の建物に属する他の区分建物の表୊
登記と一ׅしてする必要はない（昭 58.11.10 民三 6400 号通達）。
POINT

他の区分建物の表୊登記については、原則通り一ׅ申請をする必要が
ある。

問題6
■■■■■■
R4-13-オ

̖͕۠෼ݐ෺Ͱ͋Δݐߕ෺Λ৽ஙͨ͠ޙɺ̖͕̗ʹݐߕ෺Λച٫͠
ͨ৔߹ʹ͸ɺݐߕ෺ͷද୊ొهͷਃ੥͸ɺ̖ٴͼ̗͕ڞಉͯ͠͠ͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ɻ

解答6　×× 区分建物の表୊登記は、原始取得者のみが申請義務を負っている（法 47
条１項）。したがって、Ａのみが申請適格者である。
POINT

Ａを表୊部所有者とする表୊登記が完了した後、Ｂは、直接自己を所
有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をすることができる（法 74
条２項）。
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問題7
■■■■■■
H30-12-オ

۠෼ݐ෺Ͱ͋Δݐ෺Λ৽ஙͨ͠৔߹ʹ͓͍ͯɺͦͷද୊ొهΛ͢Δ
લʹͦͷॴ༗ݖͷ࢝ݪऔಘऀͰ͋Δ̖͕ࢮ๢ͨ͠ͱ͖͸ɺ̖ͷ૬ଓਓ
͸ɺද୊෦ॴ༗ऀΛ๢̖ͱ͢Δ౰֘ݐ෺ʹ͍ͭͯͷද୊ొهΛਃ੥͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

解答7　〇〇 区分建物の表୊登記を相続人その他の一般承継人から申請するときは、
原始取得者を表୊部所有者として申請することになる（法 47 条２項）。本肢
の場合、表୊部所有者は「亡Ａ」として申請する。
POINT

所有者（被相続人）　ＡࢢＢொ一ஸ目１൪１号　亡Ａ
申請人（相続人）　　ＡࢢＢொ一ஸ目２൪２号　Ｂ
のように記載する。

問題8
■■■■■■
H24-12-イ

۠෼ݐ෺Ͱ͋Δݐ෺Λ৽ஙͨ͠৔߹ʹ͓͍ͯɺͦͷॴ༗ऀʹ͍ͭͯ
૬ଓ͕͋ͬͨ͜ͱʹΑΓɺ૬ଓਓ͕ඃ૬ଓਓΛද୊෦ॴ༗ऀͱ͢Δ౰
Λਃ੥͢Δͱ͖͸ɺఴ෇৘ใͱͯ͠ɺ૬ଓ͕͋ͬͨه෺ͷද୊ొݐ֘
͜ͱΛূ͢Δࢢொଜ௕͕৬຿্࡞੒ͨ͠৘ใʢ౰֘৘ใ͕ͳ͍৔߹ʹ
͋ͬͯ͸ɺ͜Εʹ୅ΘΔ΂͖৘ใʣΛఏ͠ڙͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ

解答8　〇〇 区分建物の表୊登記を相続人その他の一般承継人から申請するときは、
相続その他の一般承継があったことを証するࢢொଜ長、登記官その他の公
務員が職務上作成した情ใ（公務員が職務上作成した情ใがない場合にあ
っては、これに代わるべき情ใ）を提ڙしなければならない（ྩ別表 12 項
ఴ付情ใཝト）。

問題9
■■■■■■
H28-16-ア

۠෼ݐ෺Ͱ͋Δݐ෺Λ৽ஙͨࣜ͠גձ̖ࣾΛࣜגձ̗͕ࣾٵऩ߹ซ
ͨ͠ͱ͖͸ɺࣜגձ̗ࣾ͸ɺಉࣾΛද୊෦ॴ༗ऀͱ͢Δ۠෼ݐ෺ͷද
୊ొهΛਃ੥͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

解答9　×× 本肢において、ٵ収合併後のג式会ࣾＢは、ג式会ࣾＡの一般承継人で
あるから、Ｂは、Ａを表୊部所有者とする区分建物の表୊登記を申請する
ことになる。
POINT

所有者（被合併会ࣾ）　ＡࢢＢொ一ஸ目１൪１号　ג式会ࣾＡ
申請人（合併会ࣾ）　　ＡࢢＢொ一ஸ目２൪２号　ג式会ࣾＢ
　　　　　　　　　　  会ࣾ法人等൪号　1234�56�789012
　　　　　　　　　　  代表取締役　ʓʓ
のように記載する。

問題10
■■■■■■
H28-16-イ

۠෼ݐ෺ͷද୊ొهΛͦͷ࢝ݪऔಘऀͷ૬ଓਓ͕ਃ੥͢Δͱ͖͸ɺ
ॴ༗ݖΛূ͢Δ৘ใͷ一෦ͱͯ͠૬ଓΛূ͢Δ৘ใΛఏ͠ڙͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ɻ

解答10　×× 区分建物の表୊登記を相続人その他の一般承継人から申請するときは、
原始取得者を表୊部所有者として申請することから（法 47 条２項）、提ڙす
る所有権証明情ใは原始取得者のものである。したがって、相続を証する
情ใは、一般承継情ใとして提ڙするだけである（ఴ付情ใཝには「相続
証明書」と記載する）。
POINT

「ඇ区分建物」の表୊登記の場合は、相続人を表୊部所有者として申請
するため、相続を証する情ใは所有権証明情ใの一部として提ڙするこ
とになる。したがって、ఴ付情ใཝには「所有権証明書」と記載し、「相
続証明書」とは記載しない点に注意すること。

問題11
■■■■■■
H17-8-ア

ه෺ͱͯ͠ొݐͷਃ੥Λ͢Δ৔߹ʹ͓͍ͯɺෟଐه෺ͷද୊ొݐߕ
͢ΔԵݐ෺͕۠෼ݐ෺Ͱ͋Γɺ͔ͭɺ౰֘۠෼ݐ෺͕ଐ͢Δ一౩ͷݐ
෺ͷ໊শΛਃ੥৘ใͷ಺༰ͱͨ͠ͱ͖͸ɺ౰֘一౩ͷݐ෺ͷߏ଄ٴͼ
চ໘ੵΛਃ੥৘ใͷ಺༰ͱ͢Δ͜ͱΛཁ͠ͳ͍ɻ

解答11　×× 区分建物に関する登記を申請する場合において、一棟の建物の名শを申
請情ใの内容としたときは、一棟の建物の構造及びচ໘ੵを省略すること
ができる（ྩ３条̔号ϔ）。ただし、当該登記が区分建物の表୊登記である
場合や、ඇ区分建物から区分建物となる登記である場合などは、まだ一棟
の建物の表୊部が存在しないため、一棟の建物の名শを申請情ใの内容と
しても、一棟の建物の構造及びচ໘ੵを省略することはできない。
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問題7
■■■■■■
H30-12-オ

۠෼ݐ෺Ͱ͋Δݐ෺Λ৽ஙͨ͠৔߹ʹ͓͍ͯɺͦͷද୊ొهΛ͢Δ
લʹͦͷॴ༗ݖͷ࢝ݪऔಘऀͰ͋Δ̖͕ࢮ๢ͨ͠ͱ͖͸ɺ̖ͷ૬ଓਓ
͸ɺද୊෦ॴ༗ऀΛ๢̖ͱ͢Δ౰֘ݐ෺ʹ͍ͭͯͷද୊ొهΛਃ੥͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

解答7　〇〇 区分建物の表୊登記を相続人その他の一般承継人から申請するときは、
原始取得者を表୊部所有者として申請することになる（法 47 条２項）。本肢
の場合、表୊部所有者は「亡Ａ」として申請する。
POINT

所有者（被相続人）　ＡࢢＢொ一ஸ目１൪１号　亡Ａ
申請人（相続人）　　ＡࢢＢொ一ஸ目２൪２号　Ｂ
のように記載する。

問題8
■■■■■■
H24-12-イ

۠෼ݐ෺Ͱ͋Δݐ෺Λ৽ஙͨ͠৔߹ʹ͓͍ͯɺͦͷॴ༗ऀʹ͍ͭͯ
૬ଓ͕͋ͬͨ͜ͱʹΑΓɺ૬ଓਓ͕ඃ૬ଓਓΛද୊෦ॴ༗ऀͱ͢Δ౰
Λਃ੥͢Δͱ͖͸ɺఴ෇৘ใͱͯ͠ɺ૬ଓ͕͋ͬͨه෺ͷද୊ొݐ֘
͜ͱΛূ͢Δࢢொଜ௕͕৬຿্࡞੒ͨ͠৘ใʢ౰֘৘ใ͕ͳ͍৔߹ʹ
͋ͬͯ͸ɺ͜Εʹ୅ΘΔ΂͖৘ใʣΛఏ͠ڙͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ

解答8　〇〇 区分建物の表୊登記を相続人その他の一般承継人から申請するときは、
相続その他の一般承継があったことを証するࢢொଜ長、登記官その他の公
務員が職務上作成した情ใ（公務員が職務上作成した情ใがない場合にあ
っては、これに代わるべき情ใ）を提ڙしなければならない（ྩ別表 12 項
ఴ付情ใཝト）。

問題9
■■■■■■
H28-16-ア

۠෼ݐ෺Ͱ͋Δݐ෺Λ৽ஙͨࣜ͠גձ̖ࣾΛࣜגձ̗͕ࣾٵऩ߹ซ
ͨ͠ͱ͖͸ɺࣜגձ̗ࣾ͸ɺಉࣾΛද୊෦ॴ༗ऀͱ͢Δ۠෼ݐ෺ͷද
୊ొهΛਃ੥͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

解答9　×× 本肢において、ٵ収合併後のג式会ࣾＢは、ג式会ࣾＡの一般承継人で
あるから、Ｂは、Ａを表୊部所有者とする区分建物の表୊登記を申請する
ことになる。
POINT

所有者（被合併会ࣾ）　ＡࢢＢொ一ஸ目１൪１号　ג式会ࣾＡ
申請人（合併会ࣾ）　　ＡࢢＢொ一ஸ目２൪２号　ג式会ࣾＢ
　　　　　　　　　　  会ࣾ法人等൪号　1234�56�789012
　　　　　　　　　　  代表取締役　ʓʓ
のように記載する。

問題10
■■■■■■
H28-16-イ

۠෼ݐ෺ͷද୊ొهΛͦͷ࢝ݪऔಘऀͷ૬ଓਓ͕ਃ੥͢Δͱ͖͸ɺ
ॴ༗ݖΛূ͢Δ৘ใͷ一෦ͱͯ͠૬ଓΛূ͢Δ৘ใΛఏ͠ڙͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ɻ

解答10　×× 区分建物の表୊登記を相続人その他の一般承継人から申請するときは、
原始取得者を表୊部所有者として申請することから（法 47 条２項）、提ڙす
る所有権証明情ใは原始取得者のものである。したがって、相続を証する
情ใは、一般承継情ใとして提ڙするだけである（ఴ付情ใཝには「相続
証明書」と記載する）。
POINT

「ඇ区分建物」の表୊登記の場合は、相続人を表୊部所有者として申請
するため、相続を証する情ใは所有権証明情ใの一部として提ڙするこ
とになる。したがって、ఴ付情ใཝには「所有権証明書」と記載し、「相
続証明書」とは記載しない点に注意すること。

問題11
■■■■■■
H17-8-ア

ه෺ͱͯ͠ొݐͷਃ੥Λ͢Δ৔߹ʹ͓͍ͯɺෟଐه෺ͷද୊ొݐߕ
͢ΔԵݐ෺͕۠෼ݐ෺Ͱ͋Γɺ͔ͭɺ౰֘۠෼ݐ෺͕ଐ͢Δ一౩ͷݐ
෺ͷ໊শΛਃ੥৘ใͷ಺༰ͱͨ͠ͱ͖͸ɺ౰֘一౩ͷݐ෺ͷߏ଄ٴͼ
চ໘ੵΛਃ੥৘ใͷ಺༰ͱ͢Δ͜ͱΛཁ͠ͳ͍ɻ

解答11　×× 区分建物に関する登記を申請する場合において、一棟の建物の名শを申
請情ใの内容としたときは、一棟の建物の構造及びচ໘ੵを省略すること
ができる（ྩ３条̔号ϔ）。ただし、当該登記が区分建物の表୊登記である
場合や、ඇ区分建物から区分建物となる登記である場合などは、まだ一棟
の建物の表୊部が存在しないため、一棟の建物の名শを申請情ใの内容と
しても、一棟の建物の構造及びচ໘ੵを省略することはできない。




